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鯖江 市 男 女 共 同 参 画苦 情 等処 理 委 員会 運 営 要 領  

 

（目 的 ）  

第 １条  こ の 要 領 は 、鯖 江 市 男女 共 同 参 画 推進 条 例 施行 規 則 （平 成 １ ５ 年 鯖

江市 規 則 第 ３ 号 。 以下 「 規 則 」 と い う 。 ）に 規 定 する 鯖 江 市男 女 共 同参 画

苦情 等 処 理委 員 会 （以 下 「 苦情 等 処 理委 員会 」 と いう 。 ） の苦 情 等 処理 に

関し 必 要 な事 項 を 定め る もの と す る 。  

（職 務 の 執行 等 ）  

第２ 条  苦情 等 処 理委 員 会 は 次 に 掲げ る 職務 を 行 う。  

 (1) 市 の 男 女 共 同 参 画 に 関 す る 施 策 に つ い て の 苦 情 の 申 出 に 関 し て 、 市 長

から 依 頼 があ っ た 事案 に つい て 調 査 す る 。  

(2) 男 女 共 同 参 画 の 妨 げ と な る よ う な 人 権 侵 害 が 行 わ れ た 場 合 の 相 談 の 申

出に 関 し て 、 市 長 から 依 頼 が あ っ た 事 案 につ い て 調査 す る 。  

２  苦 情 等 処理 委 員 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 調 査 を した 苦 情 等に つ い て 、 合

議 によ り 審 議 し 、 市 長 に 対 し て 事 案 に つ い ての 意 見 等 を 付 し て 調 査 結 果 を

報告 す る 。  

３  規則 第 ４ 条 第 ２ 項の 規 定 に よ る、 苦 情 等 処理 委 員 が 独 立 して 行 う 職 務 と

して 調 査 、相 談 、あ っ せ ん 、助 言 と し 、苦情 等 処 理委 員 の 指示 の もと で 事

務局 が 行 うこ と も でき る もの と す る 。  

（申 出 の 方法 ）  

第 ３条  規 則第 ５ 条 の規 定 に より 提 出 す る 書面 は 、 男女 共 同 参画 苦 情 等申 出

書 (様 式 第 1 号 )と し、 市 長 に 提 出 する 。  

ただ し 、当 該 申出 書 の提 出 が でき な い 特 別 な 理 由 があ る と 認め る とき は 、

口頭 で す るこ と が でき る 。  

（申 出 書 等 の 受 理 およ び 調査 等 の 依頼 ）  

第 ４条  市 長 は 、 前 条 の  申 出 書 等 を 受 理 した と き は 、 速 や かに 苦 情 等処 理

委員 会 に 当該 苦 情 等申 出 の調 査 等 を依 頼 する 。  

２  市 長 は 、調 査 等 依頼 を し たと き は 、 そ の 旨 を 申 出人 お よ び当 該 申 出 に 係

る市 の 機 関 ま た は 関係 人 に対 し 、 書面 に より 通 知 する も の とす る 。  

た だし 、 相 談申 出 の 場合 に お いて 、 相 当 な 理由 が あ ると 認 め ると き は 、
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この 限 り でな い 。  

（調 査 を 依頼 し な い 申 出 事項 ）  

第５ 条  市長 は 、次 の各 号 のい ず れ かに 該当 す る 事項 に 係 る申 出 につ い て は 、

苦情 等 処 理委 員 会 に調 査 を依 頼 し ない も のと す る 。  

(1) 判 決 、裁 決 等 に よ り 確定 し た 事項  

(2)  裁 判 所 に お い て 係 争 中 の 事 案 お よ び 行 政 庁 に お い て 不 服 申 立 の 審 理

中の 事 案 に関 す る 事項  

(3)  雇 用 の 分 野 に お け る 男 女 の 均 等 な 機 会 お よ び 待 遇 の 確 保 等 に 関 す る

法律 (昭 和 47 年 法 律 第 113 号 )第 12 条 の紛 争 の 解決 の 援 助 の 対 象 と な

る事 項  

(4) 議 会 に請 願 また は 陳 情 を 行 っ てい る 事 案 に 関す る 事 項  

(5) 監 査 委員 に 住民 監 査 請求 を 行 って いる 事 案 に関 す る 事項  

(6) 苦 情 等処 理 委員 の 行 為 に 関 す る 事 項  

(7)  人 権 を 侵 害 さ れ た 場 合 の 申 出 が 、 当 該 申 出 に 係 る 人 権 侵 害 の あ っ た

日か ら 1 年を 経 過 した 日 以後 に さ れた と き  

(8) そ の 他、 苦 情等 処 理 委員 会 が 調査 する こ と が 適 当 で ない と 認め る 事  

  項  

２   市長 は 、前項 の 場 合 に お いて は 、申 出 に つ い て 調 査 し ない 旨 およ び そ の 理

由を 当 該 申出 を し た 者 に 対し 、 書 面 に よ り 通 知 す るも の と する 。  

３  市 長 は、 前 項 の 通 知 を 行 お う とす る 場 合 は 、 あら か じ め 苦 情 等 処 理 委 員 に

通知 す る もの と す る 。  

（苦 情 等 処理 委 員 会 の 調 査 等 ）  

第６ 条  苦情 等 処 理委 員 会 は 、申出 に 係 る調 査 お よ び 処 理 を行 う に 当 た り 、市

の 機関 に 対 し説 明 を 求め 、 そ の 保 有 す る 関 係書 類 そ の 他 の 記 録 を 閲 覧 し、 も

し くは そ の 写し の 提 出 を 求 め 、ま た は 関 係 人 に 対 し 、資 料 の 提出 も し くは 説

明を 求 め るこ と が でき る 。  

２  苦 情 等処 理 委 員 会 は 、関 係者 に 対し 資料 の 提 出 お よ び 説明 を 求め る と きは 、

説明 等 依 頼書 に よ り 依 頼 する も の とす る 。  

（苦 情 等 処理 委 員 会 の 調 査結 果 の 報告 ）  

第７ 条  苦情 等 処 理 委 員 会は 、申出 に つ いて 調 査 が終 了 し たと き は 、そ の 結 果



3 

を速 や か に 市 長 に 報告 し、必 要 があ る と 認め る と きは 、是正 の 指示 等 の 措置

を講 ず る よう 市 長 に意 見 を述 べ る こと が で き る 。  

（是 正 の 指示 等 ）  

第８ 条  市長 は 、必 要 が ある と 認め る と きは 、次の 措 置 を講 じ る こと が でき る 。 

(1) 是正 の 指示  

(2) 是正 の 要望  

(3) 助言  

２  市 長 は、前項 の 措 置 を 講 じ るか 否 か を 判 断 す るに あ た って は 、苦 情 等処 理

委員 会 の 意見 を 尊 重 し な けれ ば な らな い 。  

３  第 １ 項の 是 正 の指 示 等を 受 け た 市 の 機関 は 、当 該是 正 の 指示 等 に 基づ い て

措置 を 講 じた と き は 、 そ の 旨 を 書 面 に よ り 市 長 に 報告 し な けれ ば なら な い 。  

（調 査 結 果等 の 通 知 ）  

第９ 条  市長 は 、い ずれ の 措置 も 講 じな いと き に は 、第 ４ 条 第 ２ 項 の規 定 に よ

る通 知 を した 市 の 機関 ま たは 関 係 人 に 対 し 、書 面 によ り 通 知 す る も のと す る 。 

（苦 情 処 理 結 果 の 通知 ）  

第１ ０ 条  市 長 は 、第７ 条 お よび 第 ８条 に規 定 す る 調 査 結 果 お よ び意 見 な ら び

に講 じ た 措置 の 内 容 を 当 該 申 出 人 に対 し 、書 面 に より 通 知 する も のと す る 。  

（苦 情 処 理 の 状 況 の報 告 およ び 公 表 ）  

第１ １ 条  市 長 は、苦 情 等 処 理 の状 況 に つい て 、鯖 江 市男 女 共 同参 画 審 議会 に

報告 す る 。  

２  市 長 は、 次 に 掲る 事 項 を 市 民 に公 表 する も の とす る 。  

た だし 、 公 表 に 当 た って は 、 個人 に 関 す る 情報 が み だり に 公 にさ れ る こと

のな い よ う 最 大 限 の配 慮 をす る も のと す る 。  

(1) 市 長 が申 出 に係 る 市 の機 関 に 対し て 行 っ た 是正 の 指 示 、是正 の 要 望 、助  

  言  

(2) 前 号 の是 正 の指 示 等 に対 し て 、市 の機 関 が 講じ た 措 置  

附  則  

この要領は、平成１９年３月１日から施行する。 

 


